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島根地方最低賃金審議会 

島根県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 

情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会 

 第３回会議 議事録 公開 

                    

１ 日  時  令和５年１０月１１日（水）午後２時５５分～午後４時１６分 

２ 場  所  松江地方合同庁舎 共用第４会議室 

３ 出 席 者  公益代表委員  出席３名  定数３名 

        労働者代表委員 出席３名  定数３名 

        使用者代表委員 出席３名  定数３名 

４ 主要議題  ○金額審議 

 

【部会長】 ただいまから令和５年度島根県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器

具、情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会第３回会議を開会します。そ

れでは、まず事務局は本日の配付資料の確認をしてください。 

 

【指導官】 本日は、会議次第を１枚お配りしております。以上です。 

 

【部会長】 事務局から、委員の出席状況と会議の公開状況を報告して下さい。 

 

【指導官】 はい。報告します。本日は全員の御出席をいただいておりますので、最低賃

金審議会令第５条第２項の規定により、本日の会議は定足数を満たしており、

有効に成立しますことを御報告いたします。 

また、本日の会議の公開につきましては、本庁舎の掲示板及び島根労働局

ホームページに９月２９日から１０月６日まで掲示いたしましたが、傍聴の

申込みがありませんでしたので併せて御報告します。 

 

【部会長】 傍聴人はいらっしゃいませんが、本日の会議及び議事録は公開としておりま

す。 
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９月２１日開催の専門部会合同会議において決定しておりますとおり、個

人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利

益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、専門部会運営規程第

５条第１項但し書きにより、それ以降の会議は非公開の扱いとなりますが、

会議を非公開とする部分は議事録も専門部会運営規程第６条第２項により非

公開、同条第３項により議事要旨を公開することとします。 

 

【部会長】 それでは、会議次第２の金額審議に移ります。 

前回１０月１０日の第２回会議においては、労働者側委員から、賃金水準

は県内の産業別最低賃金６業種の中で低位であり、電気産業を支えている担

い手を確保し、持続的な成長を進めていくためには不十分であること。 

電気産業は、県内はもとより全国的に見ても国内産業を支える重要な役割

を果たしており、県内の基幹産業としての労働の質にふさわしい賃金水準を

確保していくことが、この産業の魅力を高め、優秀な人材の確保と定着、持

続的な成長につながるものであること。 

同じ産業における地域間格差を是正し人口流出に歯止めをかけていくこと

が必要で、Ｂランクに位置付けられたことを考慮した水準の引き上げが必要

であること。 

これらのことから、引上げ額６６円が提示されました。 

一方、使用者側委員からは、この業界は１社がずば抜けており、圧倒的に多

い中小零細企業は、中国経済の間接的影響や原材料価格の高騰、原材料不足な

どにより経営に苦しみ厳しい状況であること。 

賃上げの方向は理解するが、最賃を上げることで人が来るわけではなく、採

用後の育成には時間と費用が掛かっており過剰な上昇は好ましくないこと。  

ゼロゼロ融資の返済が重荷であるし、コロナ関係の各種特例措置がなくなっ

たことで中小零細は事業継続をどう図っていくか見通しは厳しいこと。 

これらのことから、引上げ額２１円が提示されました。 

その後、協議を行い、前回のところでは歩み寄りとして労側は５９円、使

用者側は３６円の再提示がなされて次回継続審議となりました。 
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 労使それぞれ御検討いただいた上で部会に臨んでおられると思いますので、

引き続き労使双方から御意見をいただき、できれば本日の結審に向けて金額

審議を深めたいと思います。よろしくお願いします。 

      まず、本日の審議にあたりまして、冒頭のところで全体に向けまして何かご

発言があればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

    （「はいです」） 

 

      無いようであれば、この後は労使別室に分かれてそれぞれ個別にお話をさせ

ていただくことにしたいと思います。 

これからは具体的な金額審議に入ることになります。公開することにより、

個人情報の保護に支障を及ぼすおそれや、個人若しくは団体の権利利益が不

当に侵害されるおそれ、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれがありますので、島根地方最低賃金審議会最低賃金専門部

会運営規程第５条第１項に基づき、これからは非公開といたします。また、

第６条第２項により議事録も非公開とし、同条第３項により議事要旨を公開

します。 

それでは、当部会はいったん休会とします。 

 

（公労・公使会議へ移行） 

（これより金額審議により非公開） 

（以下、議事要旨のみ公開） 

 


